
体育館用 

体育館の利用心得 

 

日本大学生物資源科学部 学生課 

記 

 

1 館内は土足厳禁です。下駄箱を使用の上,上履きを使用下さい。 

 

2 館内は全面禁煙です。 

 

3 アリーナ内及び各練習室内での食事等は禁止です。ただし,競技者の水分補給については

許可します。※脱水症にならないよう充分な水分補給を行ってください。 

 

4 アリーナの備品・設備（窓、カーテン、バスケットゴール,バレーボールネット,審判台,点

数版等を使用した場合には必ず原状復帰をしてください。 

  ・窓の戸締りを確認してください。 

  ・カーテンは開けて両端に束ねてください。開閉は丁寧にお願いします。 

・バスケット用ゴール 舞台側１面（２台） 

  ・バレーボール用ネット３面（高さ２１５㎝） 

   ネットは弛まないように張り,両サイドの紐は確実に結んでください。 

・バレーボール審判台２台 

   ※授業で使用する施設です。確実に原状復帰をお願いします。 

 

5 風紀を乱し,危険を及ぼすような行為はしないでください。 

 

6 舞台横のトイレは使用禁止です。館内のトイレを使用して下さい。 

 

7 終了時には使用場所の清掃（モップがけ等）を必ず行ってください。 

 

8 備品（ボール等）の借用が必要な場合は事前に申請が必要です。 

 

9 顧問は原則立ち会っていただきますが,立ち会えない場合は緊急時に対応ができるよう体

制を整えてください。また,不適切な使用があった場合には顧問より学生へ指導をお願い

します。 

 

10 その他,この文書に定めていない事項については,学生課の指示に従わなければならないも

のとします。 

 

以上 

 

 



グラウンド用 

グラウンドの利用心得 

 

日本大学生物資源科学部 学生課 

 

記  

 

1 グラウンド内は運動靴を使用してください。また,泥等をよく拭き取ってから入場してく

ださい。 

 

2 グラウンド内は全面禁煙です。 

 

3 グラウンド内での食事等は禁止です。ただし,競技者の水分補給については、許可します。 

※脱水症にならないよう充分な水分補給を行ってください。 

 

4 グラウンド内は自転車,スケートボード等の使用は禁止です。また,風紀を乱し,危険を及ぼ

すような行為はしないでください。 

 

5 終了時にはグラウンドの清掃・整備を必ず行い原状復帰をしてください。 

  ・ゴミ（ペットボトル・テーピング等）は持ち帰ってください。 

・ブラッシングでチップをフィールド全体に均等に均してください。 

・移動した備品（演台等）は必ず元の場所に戻してください。 

  ※授業で使用する施設です。確実に原状復帰をお願いします。 

 

6 備品（ボール等）の借用が必要な場合は事前に申請が必要です。 

 

7 顧問は原則立ち会っていただきますが,立ち会えない場合は緊急時に対応ができるよう体

制を整えてください。また,不適切な使用があった場合には顧問より学生に指導をお願い

します。 

 

8 その他,この文書に定めていない事項については,学生課の指示に従わなければならないも

のとします。 

 

以上 

 

 

 

 

 



 

テニスコート用 

テニスコートの利用心得 

 

日本大学生物資源科学部 学生課      

記  

 

1 コート内はテニスシューズを使用してください。また,泥等をよく拭き取ってから入場し

てください。 

 

2 コート内は全面禁煙です。 

 

3 コート内での食事等は禁止です。ただし,競技者の水分補給については許可します。 

※脱水症にならないよう充分な水分補給を行ってください。 

 

4 コート内は自転車,スケートボード等の使用は禁止です。また,風紀を乱し,危険を及ぼすよ

うな行為はしないでください。 

 

5 終了時にはコート内の清掃・整備を必ず行い原状復帰をしてください。 

  ・ゴミ（ペットボトル・テーピング等）は持ち帰ってください。 

・ブラッシングでチップをコート全体に均等に均してください。 

・終了後ネットは必ず緩めてください。 

・移動した備品（ベンチ等）は必ず元の場所に戻してください。 

  ※授業で使用する施設です。確実に原状復帰をお願いします。 

 

6 コートの鍵は開錠後,直ぐに受付に返却をお願いします。 

 

7 顧問は原則立ち会っていただきますが,立ち会えない場合は緊急時に対応ができるよう体

制を整えてください。また,不適切な使用があった場合には顧問より学生に指導をお願い

します。 

 

8 その他,この文書に定めていない事項については,学生課の指示に従わなければならないも

のとします。 

 

以上 


